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E パターン
本文 =14.5Q　字間＝ 0.5H 行間＝ 8.32 H □段落 =18w × 37l（段間 =13mm）

□地柱 12Q 　文字アミ 80%
天＝ 25mm　　地＝ 23mm　　
ノド＝ 18mm　　小口＝ 16mm　
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信託は「親なき後」のために様々な活
用の可能性がありますが、この場合の税
務上の留意事項をまとめます。高齢の相
談者からの事例を想定してそれに沿って
整理をしてみます。

Ⅰ．事　例

両親が元気なうちは自分たちで管理で
きる財産でも、高齢になると管理が難し
くなります。そこで、両親が元気なうち
は障がいのある子の面倒はみるものの、
財産管理ができなくなった時には次世代
の家族に財産管理を委託して、障がいの
ある子が安心して生活できるような環境
を作ります。

１．家族構成

二男
の妻 

子 子

父
（77歳）

母
（75歳）

長男
（50歳・

障がい者）

二男
（45歳）

【家族の状況と想い】
・�相談者である父は都内に賃貸アパートを
２棟保有している。

・�相談者夫婦の生活資金は年金だけでは不
足するので、しばらくは不動産収入が必
要である。

・�２人の子どものうち長男が重い障がいを
持っている。

・�二男は大手企業に勤務しているため、日
常の不動産管理は困難。

・�長男は今後も施設で生活することになる
と考えている。

親なき後信託の課税関係
～障がいのある子の親なき後の支援のために利用する～

国税専門官として税務調査に従事後、大手監査法人にて法定監査・株式公開のバックア
ップに従事。この頃から事業承継対策を専門とする。平成元年成田公認会計士事務所を
設立。2011年税理士法人おおたかを設立、代表社員に就任、現在特別顧問。公認会計士、
税理士、行政書士。

知っておきたい家族信託の税務連載！
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天＝ 25mm　　地＝ 23mm　　
ノド＝ 18mm　　小口＝ 16mm　

・�長男が自身で財産管理することができな
いことを心配している。

・�相談者が所有する財産のうち、どの財産
を相続させるのがよいのか悩んでいる。

・�二男家族は両親とは別に住まいを持って
生活をしている。

２．父の財産内容

（１）資　産
①�　A 不動産（土地と賃貸アパート）約
１億円

②�　B 不動産（土地と賃貸アパート）約
１億円

③�　自宅不動産（築 15 年）約 5,000 万円
④　銀行預金　2,000 万円
⑤　生命保険金（終身保険）3,000 万円

（２）債　務
①　銀行借入金　　　１億円
②　預かり保証金　　500 万円

３．相談内容

賃貸アパートは２棟あり、それぞれ築
年数は異なりますが、それぞれ一括借上
げ契約を締結して賃貸管理を依頼してい
ます。相談者である父、母ともに健康で、
認識力もまったく問題ありません。障が
いのある長男の今後の生活基盤が心配な
ので、二男に任せつつ、将来も継続して
不動産収入から生活費を捻出して欲しい
と希望しています。

４．検討された信託の設計

（１）信託のポイント
①　資産を保有する相談者は今のところ
自身で財産管理が可能

②　当初受益者は委託者自身として収入
を確保する。

③　信託で財産管理をする場合、いつか
ら信託を開始するのがよいか。
④　受託者は誰にするのか、すぐに見つ
からない場合にはどうするか。
⑤　委託者の死亡で信託を終わらせない
ほうがよいと聞いたがどうするか。
⑥　信託契約は不動産ごとに設定するか
or 一括で設定するか。
⑦　後々のために受益者代理人条項を入
れておく。

（２）信託の内容からの進展
①　受託者を相談者とする自己信託とす
る。
②　受託者が管理できなくなった場合の
後継の受託者をあらかじめ定めてお
く。
③　委託者が死亡した場合の受益権の帰
属権利者は母、長男、二男に父が配慮
して指定する。
④　二次受益者である母の死亡後も指定
することは可能。
⑤　両親の高齢化に備えて任意後見人も
定めておく。

（３）�受託者を相談者とする信託とする
～自己信託

まだ相談者本人が不動産管理が可能な
ので、委託者が受託者となる自己信託の
形式を採用しました。自己信託を活用す
れば、受託者はこれまで行ってきた不動
産管理業務を継続すればよいので、信託
財産の管理において新たな業務負担は少
なくてすみます。
（４）�後継の受託者をあらかじめ定めて

おく
受託者が亡くなることにより後継の受

託者が速やかに決定されない、または不
存在のため終了することがあると、障が
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いのある方への信託収益の給付が途中で
打ち切られることとなり、信託の目的を
達成することができません。そこで、後
継受託者が重要となります。
また将来相談者が認知症になり認識す

る力が大変弱くなる可能性があり、受託
者の業務ができなくなることが予想され
ます。信託契約に二男が後継の受託者で
あることを定めておきます。
受託者の業務能力の低下が客観的なデ

ータで示されたとき、または受託者の辞
任により受託者が二男に替われるように
しておきます。客観的な方法として、医
師の診断書によるような測定方法などを
活用することもひとつの方法です。
（５）何を信託財産にするのか
相談者の財産のうち多くを占めるのは
不動産です。アパートを建築したときの
借入れが残っているのでネットの財産額
は少なくなりますが、アパートは一定の
賃貸収入が見込めるため、不動産を維持
することは現在の低金利の環境では必要
なことです。賃貸アパートとその土地を
信託財産としておけば、将来、受託者が
不動産を売却することも可能です。
（６）�借入金が金融機関に残っている場合
金融機関に建築資金の残債務がある場
合に、信託を設定するには金融機関の承
認が必要となります。信託の設定も譲渡
になりますので、買入債務の期限の利益
を喪失することになります。一括返済と
いうリスクがありますので、借入金融機
関には事前の相談が必須となります。最
近では借換え等に応じてくれる金融機関
も増えましたので、こちらも検討しま
す。
最後に触れますが、信託終了時の債務

控除や信託口口座についてもあわせて金
融機関に相談をしておいてください。

Ⅱ．信託設定時の税務

１．信託と課税の基本

信託とは、信託をする者（委託者）の
信託契約や遺言の方法により、受託者に
対して財産を移転し、受託者は委託者の
定めた信託目的に従って、受益者のため
に信託財産の管理・運用・処分などの行
為をすることです（信託２①）。しかし税
法では、信託の設定による財産の移転と
いう形式ではなく、信託の実質に着目し
実質所得者課税の原則により課税を行い
ます（所法 13 等）。

２．�受益者等課税信託の基本的な仕
組み

（１）課税の概要
信託を設定した場合、その信託財産の

所有権は法律的には受託者に移転し、受
託者の固有財産とは分別して管理されま
す。しかし租税法上は、その経済的な利
益が帰属する受益者等への課税を目的
に、信託財産が受益者等に帰属するもの
と擬制して基本的な整理がされています
（所法 13 ①、法法 12 ①、相法９の２）。
信託により、受託者は信託財産の所有

者となりますが、それはあくまでも受益
者のために管理・運用・処分をするため
の手段にすぎず、所有権があるからとい
って受託者自身で随意に信託財産の処分
等ができるわけではありません。あくま
でも信託の目的に基づいてその範囲で管
理処分することが可能となります。
信託の設定が行われた場合には、その
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信託の受益者が信託財産に属する資産お
よび負債を有するものとみなされ、同時
に信託期間中の信託財産に帰せられる収
益および費用は、その信託の受益者の収
益および費用とみなされます（所法 13 ①、
所基通 13- ３等）。
（２）信託の種類による課税
典型的な信託では、登場人物が３人存

在します。信託財産を持っている「委託
者」、委託者から信託財産を信託譲渡に
よって取得し、財産の管理処分等の必要
行為を行う義務を負う「受託者」、そし
て、受託者の行う信託事務によって利益
を受ける「受益者」です。
事例に沿って検討します。

①　自益信託
家族信託を考慮するうえでは、税金関

係も重要なポイントです。基本設計とし
て最初は、委託者が受益者になるように

設計をします。委託者と受益者が同じ場
合を自益信託といい、信託の設定時に委
託者と受益者が同一の場合には、原則と
して課税されません。
信託においては原則として受益者が信

託財産を所有しているとして処理されま
す。不動産の場合でも名義が誰なのかは
問題にしません。信託から生じる所得、
例えば、賃貸不動産の賃料や不動産の売
却代金などで、それを受け取る人、受益
者は誰かに注目します。すなわち、受益
者に課税が行われます。
事例では当初受益者は委託者自身であ

る自益信託に該当しますので、課税関係
は以前とは変更がありません。
②　他益信託
他益信託とは、信託設定時の受益者が

委託者と異なる信託をいいます。つま
り、委託者と受益者が異なる場合です。

■　信託の基本的な形式

 委託者 
①信託譲渡

受託者

②所有者

④収益分配
受益者 ③信託受益権取得

委託者 受託者 受益者

自益信託 父 息子 父 信託受益権取得

委託者 受託者 受益者

父 長男 信託受益権取得二男他益信託

076-086_KG21-17-責.indd   79 2021/03/18   17:51:07



80 家族信託実務ガイド　2021.5　第21号

この場合には財産は委託者から受益者へ
と移動されたと考えて、受益者に課税が
されるのが原則となります。
事例においては、信託受益権の一部で

も父から息子等に変更したときに課税関
係が生じます。父から長男に一部の受益
権でも移動した場合には、贈与として扱
われます。

委託者Ａ 受託者Ｂ 受益者Ｃ

（贈与税）

Ｄに受益権を贈与

③　自己信託

①、②の信託では、自分の財産を他人
に託する行為、信託譲渡が前提となって
いましたが、自己信託では、委託者（父）
＝受託者（父）の信託であり、信託譲渡
は生じません。ある時から、自分の所有
する財産は他人のための所有であると宣
言するもので、信託宣言あるいは自己信
託といわれます（信託３③）。自己信託に
おいても、受益者を中心に受益者が誰に
なるか課税関係が整理されます。
事例では自益信託に該当しますので、

課税はありません。

３．家族信託で課税上留意すること

税務上注意しなければならないのは、
他益信託になると贈与税が課せられると
いうことです。受益者を父以外の家族に

するという信託契約をしてしまうと、家
族に利益が実際に分配されなくても、信
託財産すべてに課税されます。
また、当初は自益信託で信託設定をし

ても、信託の途中で受益権を贈与して委
託者以外が受益権を取得すると、贈与さ
れた受益権について贈与税が課せられま
すので、注意してください。

Ⅲ．信託設定時の課税関係

１．所得税・贈与税関係

事例では自己信託で自益信託に該当し
ます。単独自益信託（委託者と受益者等
がそれぞれ単一で、かつ、同一の自益信
託）の場合には実質的な信託財産の移転
はないため、委託者から受託者への信託
財産の移転は譲渡等には該当しないこと
となります（所基通 13- ５、法基通 14- ４- ５）。
信託財産が賃貸不動産なら、設定後も元
の所有者が引き続き不動産所得を申告し
ます。
事例では受託者は父のままで、受益者

も父のままなので、設定時には贈与税の
課税は生じません。

２．その他の課税関係

（１）登録免許税・不動産取得税
不動産の信託においては、受託者への

所有権の移転登記を申請しても、税法で
は受益者が信託財産である不動産を所有

委託者 受託者 受益者

父 信託受益権取得父自己信託 父
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しているとみなされますので登録免許税
および不動産取得税は非課税です。ただ
し、信託の設定を同時にしますので、信
託設定登記には登録免許税が課税されま
す。
①登録免許税
・所有権移転分：非課税（登法７①一）
・�信託分：�土地は、固定資産評価額の

３/1000 ※１
　　　　：�建物は、固定資産評価額の

４/1000（原則※２）
　　　　　　　※１�　租税特別措置法 72 条（～令和

４（2022）年３月 31 日）
　　　　　　　※２�　登録免許税法９条別表第１

（十）イ

（２）印紙税
①�　信託行為に関する契約書印紙税法
別表第一・12 号文書（信託行為に
関する契約書）１通　200 円

�　ただし、信託法３条２号の遺言信託
を設定するための遺言書および同条３
号の自己信託を設定するための公正証
書その他の書面は、12 号文書には該
当しません。
②�　受益権の売買に関する売買契約書
�　印紙税法別表第一・15 号文書（債
権譲渡または債務引受けに関する契約
書）１通　200 円
�　ただし、譲渡金額が１万円未満の契
約書については非課税です。
③　信託行為の変更契約書
�　信託行為に関する契約書で重要な事
項に関する契約書の内容の変更（既に
存在している契約の内容の同一性を失
わせないで、その内容を変更すること）
に係る契約書は、12 号文書に該当し
ます（印基通別表二：重要な事項の一覧表
６）。

３．受託者の事務

受託者は、信託の効力が発生した日の
属する月の翌月末日までに「信託に関す
る受益者別（委託者別）調書」および「信
託に関する受益者別（委託者別）調書合
計表」を信託事務を行う営業所等の所在
地の所轄税務署に提出します（相法 59 ②
一）。
ただし、家族信託の実務においては、

「自益信託」（委託者＝受益者）の形態が
ほとんどです。この場合は、税務署への
書類提出が不要とされていますので、家
族信託の開始時に税務署に届出が必要な
ケースはほぼありません。事例のように
自益信託では法定調書の提出は必要あり
ません。

Ⅳ．信託期間中

１．信託期間中の所得税課税関係

（１）信託期間中の所得の帰属
受益者等課税信託の受益者におけるそ

の信託に係る各種所得の計算上総収入金
額または必要経費に算入する額は、受益
者がその有する権利の内容に応じて有す
るものとされる信託財産に属する資産な
らびに負債の内容に応じて帰せられるも
のとされます（所法 13、所基通 13- ３）。
この場合、その信託財産に帰せられる

収益および費用は、その種類により不動
産所得、利子所得、配当所得、雑所得等
として取り扱われます。事例の信託は賃
貸事業を営んでいますので、その収益お
よび費用は不動産所得として取り扱われ
ます。受益者個人が、自身でも不動産の
貸付けを行っている場合は、受益者自身
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の不動産貸付けによる収益および費用
と、信託による収益および費用を合計し
て、その受益者の不動産所得を計算する
ことになります。
（２）�個人の場合の他の不動産所得との

損益の通算に留意
特定受益者（所法 13 ①の受益者と同②の

みなし受益者）に該当する個人が、その
受益者等課税信託から生じる不動産所得
を有する場合において、その年分の不動
産所得の金額の計算上その受益者等課税
信託による不動産所得の損失の額がある
ときは、その損失の金額に相当する金額
は、その年中の不動産所得に係る総収入
金額から必要経費を控除した金額を不動
産所得の金額とする規定であり、損益通
算の規定その他所得税に関する法定の規
定の適用については生じなかったものと
みなされます。
つまり、信託の一契約に係る不動産所

得が赤字となった場合には、その信託損
失はなかったものとみなされます。した
がって損益通算はもちろん、受益者個人
の信託以外の不動産所得との内部通算も
することができません（措法 41 の４の２、
措令 26 の６の２④）。
信託した物件が複数あり、個々に信託

契約が結ばれている場合において、その
信託契約に係る不動産所得の金額の計算
は、その個々の信託契約ごとに計算する
ことになりますから、ある信託契約に係
る不動産所得の金額に損失が生じた場合
に、その損失の金額を他の信託契約に係
る不動産所得の金額（黒字）から控除（通
算）することはできません（措法通達 41
の４の２- １）。
そこで、複数の物件がある場合で、老

朽化しているときは、事前の修繕の後に
まとめて１つの信託にするなど、慎重に
検討することに留意してください。
事例では、賃貸不動産を複数信託する

予定なので、どのような設計にするのか
慎重に配慮しなければなりません。

２．消費税

消費税法上、信託の受益者等は、その
信託財産に属する資産を有するものとみ
なされ、かつ、信託財産に係る資産の譲
渡等、課税仕入および課税貨物の保税地
域からの引取りは、その受益者の資産等
取引とみなされることから（消法 14 ①）、
信託財産に係る取引についての消費税お
よび地方消費税の申告・納税は受益者等
が行うことになります。そのための資料
を受託者は作成し受益者等に交付しま
す。また、消費税についても、所得税と
同様に信託された賃貸不動産に係る取引
は受益者として消費税を計算します。

３．�不動産所得の申告等のための帳
簿等の記録等

帳簿等による収入別、経費別の記録お
よび証憑書類の保存ならびに計算書類の
作成は、所得税の申告の際に添付する書
類を作成したり、相続税の申告に必要な
情報提供をしたりするために必要です。
受託者は信託財産について分別管理をし
たうえで、帳簿や計算書類を作成しなけ
ればなりません。この会計方法は、一般
に公正妥当と認められる会計の慣行に従
うものとされています（信託 13）。

４．受益者変更時の登録免許税

信託の受益権は原則として譲渡するこ
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とができます（信託 93 ①）。受益権が移
動したときは、原則として旧受益者から
新受益者へ信託財産の不動産が移動した
ものとみなされて課税関係が発生しま
す。受益権の移動が贈与によれば贈与税
が、譲渡によれば譲渡益が出たときは譲
渡益課税が課されます。
登録免許税は信託目録の受益者欄を変

更するので、不動産１筆につき 1,000 円
になります。また、受益権が移動しても
不動産自体は移動しませんので、不動産
取得税はかかりません。

５．�受託者変更時の登録免許税・不
動産取得税

受託者を変更すると、不動産について
は所有権移転登記を申請しますが、受託
者の変更なので、この登録免許税は非課
税です（登法７①三）。なお、信託目録の「受
託者に関する事項」を変更するので、信
託目録の記録事項の変更登記も必要で、
登録免許税は不動産１筆につき 1,000 円
です。不動産の名義が変更になっても、
不動産取得税も非課税です（地法 73 の７
五）。

６．信託受益権の一部贈与の予定

相談者が、自身で財産管理することが
難しくなってきたときに信託を設定する
のがよいかもしれません。しかし、それ
はいつ訪れるのか答えは誰にもわかりま
せん。「万が一」が生じたときにどうす
るのかと考えるのではなく、あらかじめ
対処しておく必要があります。受託者が
二男に変更されればよいのですが、父が
元気で続けられると次の問題が生じます。
信託法 163 条では、受託者が受益権の

全部を固有財産で有する状態が１年間継
続したときに終了することになります。
そのため、相談者が受託者となる信託（自
己信託）では、すべての受益権を有しな
いことが必要となります。そこで、受益
権の一部については将来受益権を取得す
る予定の長男に贈与することが考えられ
ます。

７．受益者等の変更があった場合

受益者について変更があり、前受益者
等から新受益者等へ信託財産が移転した
ものとみなして課税関係が生じます。委
託者以外の者が受益者となる信託は他益
信託となります。これは信託を使って実
行する生前贈与です。

８．�借入金の債務が残っていたり敷
金保証金を預かっていたりする
不動産の留意点

信託財産中の不動産とともに、借入金
の債務が残っていたり、負債である預か
り保証金や借入金（信託財産責任負担債
務）が含まれていたりすることがありま
す。このような信託受益権を贈与すると
きには、注意するべき点があります。税
務上このような負担付贈与について、贈
与税を計算するときには、その信託財産
を相続税評価額ではなく、時価で評価を
して贈与税を算定しなければなりません。
税務上は、信託財産が不動産で債務も

同時に引き受けている場合には、不動産
の評価は、「通常の取引価額で」評価す
ることになっています（負担付贈与通達（平
元直評５, 直資２-204）（平３課資２-49 改正））。
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９．�固定資産税の納税義務は受託者
になる

信託契約を締結し登記をすると不動産
は受託者名義になることから、固定資産
税台帳には受託者が記載され、固定資産
税の納税通知書は、受託者あてに届くよ
うになります。もし、受託者が固有の財
産として不動産を所有していると、固有
の財産の固定資産税と信託財産の固定資
産税が一緒に請求されてきます。それぞ
れの税額の明細については書かれていな
いので、納付は一括でも、受託者は固有
財産と分けて計算する必要があります。

10．税務署への提出書類

信託契約期間中、毎年税務署に提出す
るものは、以下のとおりです。
（１）�毎年１月 31 日までに受託者が提

出する書類
１年間の信託財産に係る収益の合計額
が３万円以上（計算期間が１年未満の場
合には１万 5,000 円以上）の場合は提出
義務があり、受託者が前年の信託財産の
状況等を記載した「信託の計算書」「信
託の計算書合計表」を税務署に提出する
必要があります（所法 227）。
（２）�変更時（受益者交代や契約内容の

変更の際）
信託に関する権利の内容に変更があっ
た場合や受益者が交代した場合で、かつ
受益者別に評価した信託財産の相続税評
価額が 50 万円超の場合には、契約の日
の属する月の翌月末日までに「信託に関
する受益者別調書」「信託に関する受益
者別調書合計表」を税務署に提出しなけ
ればなりません（相法 59 ②）。

Ⅵ．信託終了時の課税関係

１．相続により信託が終了した場合

受益者等の存する信託が終了したとき
に、適正な対価を負担せずにその信託の
残余財産の給付を受けるべき者（帰属す
べき者を含む）となった場合において、
その者は、その信託の残余財産をその信
託の受益者等から贈与により取得したも
のとみなされ、贈与税が課税されること
になります。ただし、その信託の受益者
等の死亡に基因してその信託が終了した
場合には、遺贈により取得したものとみ
なされ、相続税が課税されることになり
ます（相法９の２④）。
（１）�信託終了時の受益者等と残余財産

の帰属者が同じ場合
信託の終了時には、その終了直前の受

益者等と残余財産の帰属者との関係によ
り課税関係を整理します。残余財産の給
付を受ける者が終了直前の受益者等と同
じ場合には、実質的な信託財産の移転は
ないため、課税関係は生じません。
（２）信託終了時の受益者等と残余財産
の帰属者が異なる場合
残余財産の給付を受ける者が終了直前

の受益者等と異なる場合には、その受益
者等から残余財産の帰属者へ信託財産の
移転があったものとみなして課税関係が
整理されます（相法９の２）。

２．信託受益権と小規模宅地等の特例

税法上、信託受益権を取得した者は、
その信託の信託財産に属する資産および
負債を取得し、または承継したものとみ
なされます。そこで、信託財産に土地が
含まれている場合には、受益権を相続し
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た場合であってもその土地を取得したも
のとして小規模宅地等の特例の適用の対
象となります（相法９の２②・⑥、措通 69
の４- ２）。

３．�信託終了の際の登録免許税・不
動産取得税

（１）原　則
信託を終了させるとき、すなわち信託

不動産を通常の不動産の所有権に戻す場
合の登録免許税や不動産取得税は、信託
設定時とは異なり負担額は大きくなるの
で注意が必要です。信託終了登記に要す
る登録免許税は原則２％（登法別表第一
10 ハ）、信託抹消の登記が不動産１筆に
つき 1,000 円になります。さらに不動産
取得税は原則４％（軽減税率の適用あ
り）が課税されます。ただし、次のよう
な例外があります。
①�　委託者、受益者に変更がなく所有
権を元に戻すとき

�　信託の委託者 = 受益者の自益信託
で、信託期間中に委託者および受益者
に変更がなく、信託終了時に初めの委
託者に所有権を戻す場合には登録免許
税、不動産取得税ともに非課税になり
ます（登法７①二、地法 73 の７四）。
②　受益者が委託者の相続人のとき
�　自益信託で、信託設定時から終了ま
で受益者の変更がなく、信託が終了し
たときに所有権を取得する者が委託者
の相続人のときは、相続の登録免許税
が適用になることから、登録免許税は
0.4％で、不動産取得税は非課税です（登
法７②、地法 73 の７四）。信託の終了時
が相続開始日には限定されず、相続の
開始日以降に終了したとしても、終了

時の帰属権利者が相続人であれば、こ
の軽減措置が適用になります。

４．受託者の事務

受託者は、信託が終了した日の属する
月の翌月末日までに「信託に関する受益
者別（委託者別）調書」および「信託に
関する受益者別（委託者別）調書合計表」
を税務署に提出します（相法 59 ②一）。た
だし、以下の場合には提出不要です。
①�　信託の終了直前の受益者が当該信
託の残余財産の帰属権利者等になっ
た場合（「信託終了直前の受益者」
＝「帰属権利者」の場合）

②�　受益者別に評価した信託財産の相
続税評価額が 50 万円以下の場合

③　残余財産がない場合

５．残余財産受益者等の債務

（１）債務控除
相続税法９条の２の解釈上、信託終了

時における帰属権利者の債務控除の適用
について必ずしも明確ではありません。
土地信託通達が廃止されて、土地以外の
資産にも対象が拡充され相続税法９条の
２第６項が新設されましたが、６項で
は、信託終了時の取扱いである４項に直
接的に触れられていません。
信託法は 177 条（清算受託者の職務）、

同 181 条（債務の弁済前における残余財
産の給付の制限）に基づき、信託終了時
には債務は弁済されていることを想定し
ているとも考えられますが、債権者の同
意を得て帰属権利者が債務引受をしてい
れば実質的には債務控除が可能ではない
かとも思われます。
この問題はあらかじめ税理士等にご相
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談ください。
（２）受益者連続型信託ならば確実
当初受益者の死亡を原因とする信託終
了ではなく、受益者連続型信託として、
いったん第二次受益者とし、その後に信
託終了となれば、当初受益者からの受益
者変更の段階で相続税法９条の２第２項
が適用されるため第６項の規定には当て
はまり、債務控除の適用上は確実である
と思われます。

Ⅶ．商事信託とのコラボレーション

障がいのある方を受益者とする信託で
は、信託銀行や信託会社を受託者とする
商事信託の活用も検討する課題です。信
託銀行や信託会社が受託者の場合、障が
い者を受託者とする信託には贈与税の非
課税措置があります。
「特定贈与信託」は、特定障がい者（重
度の心身障がい者、中程度の知的障がい
者および障害等級２級または３級の精神
障がい者等）の方を受益者として、その
方の生活の安定を図ることを目的に、そ
の親族等が委託者となり金銭や有価証券

等の財産を信託銀行等の受託者に信託す
るものです。障がいのある方への安定し
た信託収益の交付を目的とする場合、信
託銀行や信託会社を受託者とする信託の
検討をお勧めします。残念なことにこの
制度は信託銀行か信託会社でしか利用で
きません。また信託財産は制限があり、
すでに建築されている不動産を信託財産
とすることは、現状ではほぼ受託されて
いないようですから、事前に信託銀行や
信託会社に確認することが必要です。

今回は障がい者の親のスキームでの税
務の処理をまとめました。信託設計上、
各種論点はあるかと思いますので、法律
家の専門家に相談しながら設計をされる
とよいでしょう。

【凡　例】
　信託　　　　信託法
　所法　　　　所得税法
　所基通　　　所得税基本通達
　相法　　　　相続税法
　法法　　　　法人税法
　法基通　　　法人税基本通達
　措法　　　　租税特別措置法
　措令　　　　租税特別措置法施行令
　印基通　　　印紙税法基本通達
　登法　　　　登録免許税法
　消法　　　　消費税法
　地法　　　　地方税法
　会社　　　　会社法

【条・項・号の略について】
　条……算用数字
　項……マル付き数字
　号……漢数字
　例）信託法第 21 条第２項第４号　⇒　信託 21 ②四
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